
 

    

 

令和７年２月 26 日 
 

 岩手県復興防災部防災課 
 

 

令和７年岩手県大船渡市における大規模火災にかかる 

災害救助法の適用について 
 

 令和７年２月 26 日大船渡市において発生した大規模火災災害により、多数の

者が生命又は身体に危害を受け、又は受ける恐れが生じていることから、県で

は大船渡市に災害救助法の適用を決定しましたのでお知らせします。 

 

１ 災害救助法適用の概要 

災 害 救 助 法 

適 用 市 町 村 

法 適 用 日 被 害 の 状 況 等 備 考 

大船渡市 ２月 26 日  令和７年２月 26

日 大 船 渡 市 に お い

て 発 生 し た 林 野 火

災災害により、多数

の 者 が 生 命 又 は 身

体に危害を受け、又

は 受 け る 恐 れ が 生

じており、継続的に

救 助 を 必 要 と し て

いる。 

災害 救 助法 施行 令

第１ 条 第１ 項第 ４

号適用 

 

２ これまでにとられた措置 

  避難所の設置等 

 

 


